
（平成２５年３月１３日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 10 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 8 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 8 件

国民年金関係 3 件

厚生年金関係 5 件

年金記録確認愛知地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



愛知国民年金 事案 3535 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 42 年１月から 47 年２月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 42 年１月から 47 年２月まで 

             ② 昭和 53 年７月から 54 年４月まで 

    申立期間の国民年金保険料については、Ａ町の役場で職員から未納分を納

付できると聞いて納付したものであり、還付されたことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、平成 15 年 10 月に厚生年金保険被保険者期間（脱退

手当金支給済期間）と国民年金被保険者期間を記録統合するまでは、国民年金

の強制被保険者期間として記録され、国民年金保険料が納付済みとされていた

が、この記録統合によって、申立期間①は、本来国民年金に加入することがで

きない厚生年金保険被保険者期間との重複期間であることが判明したため、申

立期間①の保険料は同年 12 月に還付されている。 

しかしながら、行政側に本来納付できない厚生年金保険被保険者期間につい

て保険料の納付を勧奨したという誤りがあり、このため、申立人が申立期間①

の保険料を納付し、これが 23 年以上もの長期間国庫歳入金として扱われてい

たことは明らかである上、申立期間①の厚生年金保険被保険者期間については、

脱退手当金が支給済みであり、厚生年金保険の被保険者でなかったものとみな

されることも踏まえると、申立人の国民年金の受給期待権は尊重されるに値す

べきものと考えられ、制度上、国民年金の被保険者となり得ないことを理由と

して申立期間①の保険料を還付することは、信義衡平の原則に反するものと考

えられる。 

一方、申立期間②については、申立人の国民年金被保険者台帳によると、昭

和55年６月26日付けで国民年金保険料が納付された53年４月から54年４月



までの期間のうち、53 年７月から 54 年４月までの期間が厚生年金保険被保険

者期間との重複により、55 年７月 26 日付けで還付処理が行われ、国民年金の

無資格期間とされたことが確認できる。行政側に本来納付できない厚生年金保

険被保険者期間について保険料の納付を勧奨したことがうかがわれるものの、

厚生年金保険被保険者期間との記録統合が速やかに行われていることから、申

立期間①とは事情が異なり、記録を訂正することはできない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和42年１月から47年２月までの国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。



愛知国民年金 事案 3536 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成元年４月から３年１月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年４月から３年１月まで 

    夫の会社退職（昭和 61 年３月）を契機に、私が同年４月頃にＡ市役所で、

夫婦の国民年金加入手続を行った。私が夫婦二人分の国民年金保険料を厚生

年金保険に加入するまで納付していたのに、申立期間の保険料は、夫だけが

納付済みとされ、私は未納とされている。当時のことを思い起こしてみても、

自身の保険料を納付しなかった理由は無く、夫婦二人分の保険料を納付して

いたので、申立期間について、保険料の納付があったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は 22 か月と比較的短期間であり、申立人の国民年金加入期間にお

いて申立期間を除き国民年金保険料の未納は無い。 

また、申立人が自身の分と一緒に保険料を納付していたとする夫の申立期間

を含む国民年金加入期間において保険料の未納は無いことから、申立人の保険

料の納付意識は高かったことがうかがわれる。 

さらに、オンライン記録によると、昭和 61 年４月から 63 年３月までの保険

料については、納付日は不明であるものの、夫婦共に納付済みとされており、

申立期間直前の同年４月から平成元年３月までの保険料については、夫婦で納

付日が一致していることが確認できることから、夫婦二人分の保険料を納付し

ていたとする申立人の主張に不自然な点は見当たらない。 

加えて、申立人は、申立期間当時、生活状況に特に変化は無かったとしてお

り、申立人が自身の分と一緒に保険料を納付していたとする夫の申立期間に係

る保険料は納付済みとされていることから、保険料の納付意識の高かった申立

人が申立期間の保険料を夫の分と一緒に納付したと考えても不自然ではない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



愛知厚生年金 事案 7642 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①のうち、昭和 56 年８月から 58 年 12 月までの期間及

び申立期間②のうち、59 年１月から平成元年９月までの期間について、その

主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、当該期間の標準報酬月額に係る記録を

12 万 6,000 円に訂正する必要がある。 

なお、事業主は、当該期間に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 48 年７月から 58 年 12 月まで 

             ② 昭和 59 年１月から平成６年２月まで 

    Ａ社及びＢ社で勤務していた時の標準報酬月額が、実際に支給されていた

給与額に比べて低くなっているので、年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①のうち、昭和 56 年８月から 58 年 12 月までの期間について、Ａ

社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、申立人の標準報酬月額は、

56 年８月１日の随時改定により従前の 12 万 6,000 円から 10 万 4,000 円に引

き下げられていることが確認できる。 

また、当該名簿によると、申立人と同じ営業職であった同僚及びほかの複数

の同僚についても、申立人と同様に、昭和 56 年８月１日の随時改定により標

準報酬月額が引き下げられていることが確認できるところ、これらの複数の同

僚から提出された給与明細書によると、いずれの同僚も、同年８月から 58 年

12 月までの期間において、当該随時改定前の標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料が控除されていることが確認できる。 

さらに、申立人は、「Ａ社において給与が下がった記憶は無い。」と主張して

いるところ、同僚からも上記の随時改定による標準報酬月額の引下げに相当す

る給与の引下げがあったとする証言は得られない。 

申立期間②のうち、昭和 59 年１月から平成元年９月までの期間について、



Ａ社及びＢ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、申立人と同様に、

前述の昭和 56 年８月１日の随時改定により標準報酬月額が引き下げられ、か

つ、59 年１月１日付けでＡ社からＢ社に異動した同僚が多数確認できるとこ

ろ、そのうち、申立人と同職種であった同僚及びほかの複数の同僚から提出さ

れた給与明細書によると、いずれの同僚も、同年１月から平成元年９月までの

期間において、前述のＡ社における随時改定前の標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料が控除されていることが確認できる。 

また、申立人は、「Ｂ社において給与が下がった記憶は無い。」と主張してい

るところ、複数の同僚も「Ａ社及びＢ社において、給料は、毎年上がっていた。」

と証言している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間①のうち、昭和 56 年８

月から 58 年 12 月までの期間及び申立期間②のうち、59 年１月から平成元年

９月までの期間において、その主張する標準報酬月額（12 万 6,000 円）に基

づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、Ａ社及びＢ社はいずれも既に適用事業所ではなくなっている

上、Ａ社の当時の事業主に照会したものの回答が得られず、Ｂ社の事業主は既

に死亡しているため確認することができないが、複数の同僚が保管する給与明

細書において確認できる保険料控除額に見合う標準報酬月額とオンライン記

録の標準報酬月額が長期間にわたり一致していないことから、いずれの事業主

も、保険料控除額に見合う報酬月額を社会保険事務所（当時）に届け出ておら

ず、その結果、社会保険事務所は、当該報酬月額に見合う厚生年金保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、いずれの事業主も、当該保険料（訂正前の標

準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していな

いと認められる。 

一方、申立期間①のうち、昭和 48 年７月から 56 年７月までの期間及び申立

期間②のうち、平成元年 10 月から６年２月までの期間については、申立人の

保険料控除額を確認できる給与明細書等の資料が無い上、申立人と同職種であ

った同僚及びほかの複数の同僚の給与明細書における保険料控除額に基づく

標準報酬月額は、当該同僚のオンライン記録の標準報酬月額と同額又は低額で

あることが確認できる。 

このほか、当該期間について、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料の控除を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、当

該期間について、申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



愛知厚生年金 事案 7643 

 

第１ 委員会の結論 

１  申立人は、申立期間①の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る

記録を平成９年 10 月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 24 万円とす

ることが必要である。 

  なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

２ 申立期間②について、申立人の標準報酬月額の記録については、当該期間

のうち、平成 10 年２月から同年 12 月までは 24 万円、11 年９月は 26 万円、

同年 10 月から 13 年 10 月までは 28 万円、同年 11 月は 24 万円、同年 12 月

及び 14 年１月は 28 万円、同年２月から同年４月までは 24 万円、同年５月

は 26 万円、同年６月は 24 万円、同年７月及び同年８月は 26 万円、同年９

月及び同年 10 月は 28 万円、同年 11 月は 26 万円、同年 12 月から 15 年４月

までは 24 万円、同年５月及び同年６月は 26 万円、同年７月から 16 年４月

までは 24 万円、同年５月は 22 万円、同年６月は 24 万円、17 年７月は 26

万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、当該期間に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納

付する義務を履行していないと認められる。 

３ 申立期間③から⑨までについて、申立人の標準賞与額の記録については、

申立期間③は33万円、申立期間④は54万2,000円、申立期間⑤は10万円､申立

期間⑥は44万円、申立期間⑦は28万7,000円、申立期間⑧は10万円、申立期

間⑨は32万7,000円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

４ 申立期間⑩について、申立人は、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことが認められることから、申立人のＡ社に

おける資格喪失日に係る記録を平成17年11月１日に訂正し、当該期間の標準

報酬月額を26万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、当該期間に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  



    生 年 月 日 ： 昭和 42 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成９年 10 月１日から 10 年２月１日まで 

             ② 平成 10 年２月から 17 年９月まで 

             ③ 平成 15 年７月 16 日 

             ④ 平成 15 年 12 月５日 

             ⑤ 平成 16 年４月 23 日 

             ⑥ 平成 16 年７月２日 

             ⑦ 平成 16 年 12 月３日 

             ⑧ 平成 17 年４月 25 日 

             ⑨ 平成 17 年７月１日 

             ⑩ 平成 17 年 10 月 31 日から同年 11 月１日まで 

     Ａ社には、平成９年10月から17年10月まで勤務しており、毎月の給与及び

賞与から社会保険料が控除されていた。 

申立期間①及び⑩について、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

また、申立期間②について、標準報酬月額が低く記録されているので、

厚生年金保険の記録を訂正してほしい。 

さらに、申立期間③から⑨までについて、賞与の記録が無いので訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、当時のＡ社役員から提出された賃金台帳及び同僚の

証言により、申立人は、平成９年 10 月１日から同社に継続して勤務し、当

該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。 

ただし、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

（以下「特例法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これ

に基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除してい

たと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報

酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の

額を認定することとなる。 

したがって、当該期間の標準報酬月額については、上記賃金台帳において

確認できる保険料控除額から、24 万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなってい

る上、当時の事業主も既に死亡しており、ほかに確認できる関連資料及び周



辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所（当

時）に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が

無いことから、行ったとは認められない。 

２ 申立期間②のうち、平成 10 年２月から同年 12 月までの期間、11 年９月

から 16 年６月までの期間及び 17 年７月について、当時のＡ社役員から提出

された給与明細書（写）及び賃金台帳により、申立人は、当該期間において、

オンライン記録の標準報酬月額よりも高額の給与を支給され、オンライン記

録の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料よりも高額の保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが確認できる。 

ただし、特例法に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記

録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認めら

れる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範

囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定す

ることとなる。 

したがって、当該期間の標準報酬月額については、上記の賃金台帳及び給

与明細書（写）において確認できる保険料控除額及び報酬額から、平成 10

年２月から同年 12 月までは 24 万円、11 年９月は 26 万円、同年 10 月から

13 年 10 月までは 28 万円、同年 11 月は 24 万円、同年 12 月及び 14 年１月

は 28 万円、同年２月から同年４月までは 24 万円、同年５月は 26 万円、同

年６月は 24 万円、同年７月及び同年８月は 26 万円、同年９月及び同年 10

月は28万円、同年11月は26万円、同年12月から15年４月までは24万円、

同年５月及び同年６月は 26 万円、同年７月から 16 年４月までは 24 万円、

同年５月は 22 万円、同年６月は 24 万円、17 年７月は 26 万円に訂正するこ

とが妥当である。 

なお、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の

履行については、上記のとおり、Ａ社は厚生年金保険の適用事業所ではなく

なっていることなどから不明であるが、上記給与明細書（写）及び賃金台帳

において確認できる保険料控除額及び報酬額に見合う標準報酬月額と、オン

ライン記録の標準報酬月額が、長期間にわたり一致していないことから、事

業主は、賃金台帳及び給与明細書（写）において確認できる保険料控除額及

び報酬額に見合う報酬月額を届け出ておらず、その結果、社会保険事務所は、

当該標準報酬月額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業

主は、当該期間に係る保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

一方、申立期間②のうち、平成 11 年１月から同年８月までの期間、16 年

７月から 17 年６月までの期間、同年８月及び同年９月について、上記給与



明細書（写）により、事業主が申立人の給与から控除していたと認められる

保険料額及び申立人の給与額のそれぞれに見合う標準報酬月額のいずれか

低い方の額が、オンライン記録の標準報酬月額を超えないことから、特例法

による保険給付の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 

３ 申立期間③から⑨までについて、当時のＡ社役員から提出された賞与明細

書（写）により、申立人は、当該期間に係る賞与を支給され、厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことが確認できる。 

ただし、特例法に基づき標準賞与額を決定し、これに基づき記録の訂正及

び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料

額及び申立人の賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内であること

から、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、当該期間の標準賞与額については、上記の賞与明細書（写）

において確認できる保険料控除額及び賞与額から、申立期間③は 33 万円、

申立期間④は 54 万 2,000 円、申立期間⑤は 10 万円､申立期間⑥は 44 万円、

申立期間⑦は28万7,000円、申立期間⑧は10万円、申立期間⑨は32万7,000

円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、上記のとおり、Ａ社は厚生年金保険の適用事業所ではな

くなっていることなどから不明であるが、ほかに確認できる関連資料及び周

辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が上記賞与明細書（写）において確認できる賞与額及び保険料控除額に見

合う賞与額に係る届出を社会保険事務所に行ったか否かについては、これを

確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 

４ 申立期間⑩について、上記給与明細書（写）及び雇用保険の記録により、

申立人は、平成 17 年 10 月 31 日まで同社に継続して勤務し、当該期間に係

る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。 

ただし、特例法に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記

録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認めら

れる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範

囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定す

ることとなる。 

したがって、当該期間の標準報酬月額については、上記給与明細書（写）

において確認できる保険料控除額から、26 万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、上記のとおり、Ａ社は厚生年金保険の適用事業所ではな

くなっていることなどから不明であるが、事業主が資格喪失日を平成 17 年



11 月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを同年 10 月 31

日と誤って記録するとは考え難いことから、事業主が同日を厚生年金保険の

資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年

10 月の保険料について納入の告知を行っておらず、（社会保険事務所が納入

の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は

保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、当該期間に係る保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。



愛知厚生年金 事案 7644 

 

第１ 委員会の結論 

  １  申立人の申立期間①に係る標準報酬月額の記録については、当該期間のう

ち、平成 13 年３月から同年８月までは 22 万円、同年９月から 14 年７月ま

では 24 万円、同年８月は 22 万円、同年９月から 15 年４月までは 24 万円、

同年５月は 26 万円、同年６月は 28 万円、同年７月から 16 年６月までは 22

万円、17 年８月は 32 万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、当該期間に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納

付する義務を履行していないと認められる。 

２ 申立期間②から⑨まで及び⑬について、申立人の標準賞与額の記録につい

ては、申立期間②は26万7,000円、申立期間③は44万8,000円、申立期間④は

10万円､申立期間⑤は40万2,000円、申立期間⑥は45万3,000円、申立期間⑦

は10万円、申立期間⑧は50万4,000円、申立期間⑨は51万5,000円、申立期間

⑬は５万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該賞与額に基づく厚生年金保険料を納付す

る義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 47 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 13 年３月から 19 年 12 月まで 

             ② 平成 15 年７月 16 日 

             ③ 平成 15 年 12 月５日 

             ④ 平成 16 年４月 23 日 

             ⑤ 平成 16 年７月２日 

             ⑥ 平成 16 年 12 月３日 

             ⑦ 平成 17 年４月 25 日 

             ⑧ 平成 17 年７月１日 

             ⑨ 平成 17 年 12 月 14 日 

             ⑩ 平成 18 年４月 26 日 

             ⑪ 平成 18 年７月 10 日 

             ⑫ 平成 18 年 12 月８日 

             ⑬ 平成 19 年４月 26 日 



             ⑭ 平成 19 年７月 10 日 

             ⑮ 平成 19 年９月 10 日 

             ⑯ 平成 19 年 12 月 10 日 

    Ａ社に勤務していた期間、毎月の給与及び賞与から社会保険料が控除され

ていた。 

申立期間①について、標準報酬月額が低く記録されているので、厚生年金

保険の記録を訂正してほしい。 

また、申立期間②から⑯までについて、賞与の記録が無いので訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①のうち、平成 13 年３月から 16 年６月までの期間及び 17 年８

月については、申立人から提出された給与明細書により、申立人は、当該期

間において、オンライン記録の標準報酬月額よりも高額の給与を支給され、

オンライン記録の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料よりも高額の保険

料を事業主により給与から控除されていたことが確認できる。 

ただし、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

（以下「特例法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これ

に基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除してい

たと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報

酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の

額を認定することとなる。 

したがって、当該期間の標準報酬月額については、上記給与明細書におい

て確認できる保険料控除額及び報酬額から、平成 13 年３月から同年８月ま

では 22 万円、同年９月から 14 年７月までは 24 万円、同年８月は 22 万円、

同年９月から 15 年４月までは 24 万円、同年５月は 26 万円、同年６月は 28

万円、同年７月から 16 年６月までは 22 万円、17 年８月は 32 万円に訂正す

ることが妥当である。 

なお、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の

履行については、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっている

上、当時の事業主も既に死亡しており、ほかに確認できる関連資料及び周辺

事情も無いことから不明であるが、給与明細書において確認できる保険料控

除額及び報酬額に見合う標準報酬月額と、オンライン記録の標準報酬月額が、

長期間にわたり一致していないことから、事業主は、給与明細書において確

認できる保険料控除額及び報酬額に見合う報酬月額を届け出ておらず、その

結果、社会保険事務所（当時）は、当該標準報酬月額に基づく保険料につい

て納入の告知を行っておらず、事業主は、当該期間に係る保険料（訂正前の

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

一方、申立期間①のうち、平成 16 年７月から 17 年７月までの期間、同年



９月から 19 年 12 月までの期間について、上記給与明細書により、事業主が

申立人の給与から控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月

額のそれぞれに見合う標準報酬月額のいずれか低い方の額が、オンライン記

録の標準報酬月額を超えないことから、特例法による保険給付の対象に当た

らないため、あっせんは行わない。 

  ２ 申立期間②から⑨まで及び⑬については、申立人から提出された賞与明細

書により、申立人は、当該期間に係る賞与を支給され、当該期間に係る厚生

年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが確認できる。 

ただし、特例法に基づき標準賞与額を決定し、これに基づき記録の訂正及

び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料

額及び申立人の賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内であること

から、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、当該期間の標準賞与額については、上記賞与明細書において

確認できる保険料控除額及び賞与額から、申立期間②は 26 万 7,000 円、申

立期間③は 44 万 8,000 円、申立期間④は 10 万円､申立期間⑤は 40 万 2,000

円、申立期間⑥は 45 万 3,000 円、申立期間⑦は 10 万円、申立期間⑧は 50

万 4,000 円、申立期間⑨は 51 万 5,000 円、申立期間⑬は５万円とすること

が妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、上記のとおり、Ａ社は厚生年金保険の適用事業所ではな

くなっていることなどから不明であり、ほかに確認できる関連資料及び周辺

事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が上記賞与明細書において確認できる賞与額及び保険料控除額に見合う

賞与額に係る届出を社会保険事務所に行ったか否かについては、これを確認

できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 

３ 申立期間⑩について、上記賞与明細書によると、申立人は、当該期間にお

いて事業主により 20 万 2，220 円の賞与が支給されたことが確認できるもの

の、当該賞与に係る厚生年金保険料が控除されていないことが確認できる。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間⑩について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたと認めることはできない。 

また、申立期間⑪、⑫及び⑭から⑯までについては、上記賞与明細書によ

り、事業主が申立人の賞与から控除していたと認められる保険料額及び申立

人の賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額のいずれか低い方の額が、オンラ

イン記録の標準賞与額を超えないことから、特例法による保険給付の対象に

当たらないため、あっせんは行わない。



愛知厚生年金 事案 7645 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間③、④、⑦、⑧及び⑪に係る標準賞与額については、平成

16年８月25日は20万4,000円、同年12月24日は21万5,000円、18年８月25日は20

万9,000円、同年12月25日は24万8,000円、20年12月25日は22万4,000円とされ

ているところ、当該記録は厚生年金保険法第75条本文の規定により、年金額の

計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人は、当該

期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認

められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料

の納付の特例等に関する法律に基づき、当該期間の標準賞与額に係る記録を、

16年８月25日は20万4,000円、同年12月24日は21万5,000円、18年８月25日は20

万4,000円、同年12月25日は23万7,000円、20年12月25日は21万9,000円とする

ことが必要である。 

   また、申立人は、申立期間⑤及び⑥について、厚生年金保険料を事業主によ

り賞与から控除されていたことが認められることから、当該期間の標準賞与額

に係る記録を、平成17年８月25日は20万4,000円、同年12月23日は24万1,000

円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人の申立期間③から⑧まで及び⑪に係る標準賞与額に

基づく厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 15 年７月 

             ② 平成 15 年 12 月 

             ③ 平成 16 年７月 

             ④ 平成 16 年 12 月 

             ⑤ 平成 17 年７月 

             ⑥ 平成 17 年 12 月 

             ⑦ 平成 18 年７月 

             ⑧ 平成 18 年 12 月 

             ⑨ 平成 19 年７月 



             ⑩ 平成 19 年 12 月 

             ⑪ 平成 20 年 12 月 

             ⑫ 平成 21 年７月 

             ⑬ 平成 21 年 12 月 

    申立期間①から⑬までについて、賞与が支給され、厚生年金保険料が控除

されていたはずなので、年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間③から⑧まで及び⑪について、申立人から提出された賞与明細書及

びＡ社から提出された源泉徴収簿により、申立人は、同社から賞与を支給され、

当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこと

が認められる。 

ただし、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に

基づき標準賞与額を決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われる

のは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の賞与額の

それぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額の

いずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、当該期間に係る標準賞与額については、上記賞与明細書及び源

泉徴収簿において確認できる厚生年金保険料控除額及び総支給額から、申立期

間③は20万4,000円、申立期間④は21万5,000円、申立期間⑤は20万4,000円、

申立期間⑥は24万1,000円、申立期間⑦は20万4,000円、申立期間⑧は23万7,000

円、申立期間⑪は21万9,000円とすることが妥当である。 

また、当該期間に係る賞与の支給日については、上記賞与明細書に記載が無

く不明であるが、Ａ社は、「賞与を支給できたときは、夏の賞与明細書には『７

月分』としているが実際には８月25日に、冬は12月25日に現金で支給しており、

支給日が土曜日または日曜日に該当する場合は、直前の金曜日に支給していた

ので、健康保険厚生年金保険被保険者賞与支払届についても同様の日付を記載

した。」と回答していることから、申立期間③は平成16年８月25日、申立期間

④は同年12月24日、申立期間⑤は17年８月25日、申立期間⑥は同年12月23日、

申立期間⑦は18年８月25日、申立期間⑧は同年12月25日、申立期間⑪は20年12

月25日とすることが妥当である。 

なお、申立期間③から⑧まで及び⑪に係る厚生年金保険料の事業主による納

付義務の履行については、事業主は、申立期間③、④、⑦、⑧及び⑪について

は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、当該期間における

事務手続を失念していたとして届出を行っており、また、申立期間⑤及び⑥に

ついては、当該期間の賞与支払に係る届出を社会保険事務所（当時）に提出し

ていないと認めていることから、社会保険事務所は、申立人の申立期間③から

⑧まで及び⑪に係る標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行って



おらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

一方、申立期間①、②、⑨及び⑩について、Ａ社は資料を保管していないと

回答しており、申立人も賞与明細書を保管していないことから、当該期間に同

社から賞与を支給されていたことを確認することができない。 

また、申立期間⑫及び⑬について、Ａ社から提出された源泉徴収簿により、

申立人は、当該期間に同社から賞与を支給されていないことが確認できる。 

このほか、申立期間①、②、⑨、⑩、⑫及び⑬について、申立人の主張する

標準賞与額に基づく厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び

周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が申立期間①、②、⑨、⑩、⑫及び⑬について、その主張する標準賞与額

に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことを認め

ることはできない。 

 



愛知（岐阜）厚生年金 事案 7646 

 

第１ 委員会の結論 

１ 申立期間のうち、平成 14 年１月から同年９月までの期間については、事

業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張す

る標準報酬月額（50 万円）であったと認められることから、当該期間に係

る標準報酬月額の記録を 50 万円に訂正することが必要である。 

２ 申立人の標準報酬月額の記録については、申立期間のうち、平成 14 年 10

月から 16 年５月までは 50 万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 14 年１月から 16 年５月まで 

    申立期間の標準報酬月額は９万 8,000 円と記録されているが、給料は退職

するまで一定で、手取りで 40 万円を下ることは一度も無かった。 

給与明細書を提出するので、厚生年金保険の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間のうち、平成 14 年１月から同年９月までの期間については、オ

ンライン記録によると、申立人の同年１月から同年５月までの期間に係る標

準報酬月額は、当初 50 万円と記録されていたところ、同年６月７日付けで、

同年１月１日に遡って９万 8,000 円に引き下げられ、その後、同年９月まで

同額で継続していることが確認できる。 

また、オンライン記録によると、当時の事業主及び同僚６人についても、

申立人と同様に平成 14 年６月７日付けで、同年１月１日に遡って標準報酬

月額が引き下げられていることが確認できる。 

しかし、申立人は、「当時、給与額、保険料控除額に変更は無かったと思

う。」としている上、上記の同僚６人のうち複数の同僚の証言からも、当該

期間当時の給与額が当該遡及訂正後の標準報酬月額（９万 8,000 円）に見合



う額まで減額された事情はうかがえない。 

また、滞納処分票により、平成 14 年当時、Ａ社において厚生年金保険料

の滞納があったことが確認できる上、同社の事業主は、「当時、厚生年金保

険の事務は、妻が担当していたが、その妻から、『社会保険事務所から、滞

納している保険料を減らすために、標準報酬月額を低く届け出るようにとの

アドバイスを受けた。』と聞いたことがある。」と回答している。 

これらを総合的に判断すると、平成 14 年６月７日付けで行われた遡及訂

正処理は事実に即したものとは考え難く、申立人について、同年１月１日ま

で遡って標準報酬月額の減額処理を行う合理的な理由があったとは認めら

れないことから、当該減額処理に係る有効な記録訂正があったとは認められ

ず、申立期間のうち、同年１月から同年９月までの期間に係る標準報酬月額

は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た 50 万円に訂正することが必要

である。 

２ 申立期間のうち、平成 14 年 10 月から 16 年５月までの期間については、

申立人は、当該期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準

報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われ

るのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立

人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、こ

れらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、当該期間における申立人の標準報酬月額については、申立人

から提出された給与明細書（平成 15 年２月、同年５月、同年９月、同年 11

月及び 16 年２月）及び平成 16 年分給与所得の源泉徴収票において確認又は

推認できる総支給額及び厚生年金保険料控除額、並びに前後の給与明細書か

ら推認できる総支給額及び厚生年金保険料控除額から、50 万円とすること

が妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、当時の事業主は、当時の資料が無く不明としているが、

上記給与明細書等により確認等できる保険料控除額又は総支給額に見合う

標準報酬月額と、オンライン記録の標準報酬月額が長期間にわたり一致して

いないことから、事業主は、給与明細書等により確認等できる保険料控除額

又は総支給額に見合う報酬月額を社会保険事務所に届け出ておらず、その結

果、社会保険事務所は、当該標準報酬月額に基づく保険料について納入の告

知を行っておらず、事業主は、当該期間に係る保険料（訂正前の標準報酬月

額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認

められる。



愛知（岐阜）厚生年金 事案 7647 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格喪失日に係る

記録を昭和 44 年２月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を４万 8,000 円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住 所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44 年１月 31 日から同年２月１日まで 

    昭和 36 年３月から 47 年９月までＡ社で継続して勤務したが、申立期間に

ついて、厚生年金保険の記録が無い。勤務していたことは間違いないので、

申立期間について、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された人事記録、雇用保険の記録及び同僚の証言から判断する

と、申立人が同社に継続して勤務し（昭和 44 年２月１日に同社Ｂ工場から同

社Ｃ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ工場における健

康保険厚生年金保険被保険者原票の昭和 43 年 12 月の記録から、４万 8,000

円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、事業主は不明としているが、事業主が資格喪失日を昭和 44

年２月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所（当時）がこれを同年

１月 31 日と誤って記録することは考え難いことから、事業主が同日を資格喪

失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年１月の保険

料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知をおこな

ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付

した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。



愛知（岐阜）厚生年金 事案 7648 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間②に係る標準報酬月額の記録については、当該期間のうち、

昭和44年６月から同年９月までを２万2,000円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前

の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行した

か否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 44 年５月６日から同年６月３日まで 

             ② 昭和 44 年６月から同年 11 月まで 

    申立期間①について、提出したＡ社の採用証明書に記載されているとおり、

昭和44年５月６日に採用され、正社員として勤務した。しかし、私の厚生年

金保険被保険者記録は、同年６月からとなっており、同年５月の記録が無い

ことに納得ができないので、記録を訂正してほしい。 

申立期間②について、提出した源泉徴収簿に記載されている保険料控除額

が高いと思うので、調査をして、正しく訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②のうち、昭和44年６月３日から同年10月１日までの期間について

は、申立人から提出された所得税源泉徴収簿及びＡ社から提出された賃金台帳

により、申立人は、オンライン記録の標準報酬月額より高額の給与を支給され、

オンライン記録の標準報酬月額より高額の標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以

下「特例法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づ

き記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認め

られる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範

囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定する

こととなる。 



したがって、当該期間の標準報酬月額については、賃金台帳において確認で

きる保険料控除額から、２万2,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が当該標準報酬月額に基づく保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料

及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が上記賃金台帳において確認できる保険料控除額に見合う報酬月額に係る届

出を社会保険事務所（当時）に行ったか否かについては、これを確認できる関

連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 

一方、申立期間②のうち、昭和44年10月１日から同年12月１日までの期間に

ついては、賃金台帳において確認できる報酬月額及び保険料控除額のそれぞれ

に見合う標準報酬月額のいずれか低い方の額が、オンライン記録の標準報酬月

額を超えないことから、特例法の記録訂正の対象に当たらないため、あっせん

は行わない。 

申立期間①について、申立人から提出された採用証明書及び給料明細により、

申立人は、Ａ社に勤務していたことがうかがえる。 

しかし、Ａ社の賃金台帳により、厚生年金保険料が当月控除であることが推

認できるところ、申立期間である昭和44年５月の厚生年金保険料が控除されて

いないことが、同月分の給料明細及び賃金台帳により確認できる。 

また、申立人から提出された年賀交礼簿に記載されている同僚のうち、39

人の採用年月日及び厚生年金保険被保険者記録によると、採用年月日と同日に

厚生年金保険被保険者資格を取得している同僚は４人のみであることから、申

立期間当時、同社では、入社と同時に厚生年金保険被保険者資格を取得させる

取扱いを励行していなかったことがうかがえる。 

このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



愛知（三重）厚生年金 事案 7649 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められるこ

とから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 21 年３月６日から 24 年９月６日まで 

             ② 昭和 24 年 11 月 25 日から 27 年 11 月１日まで 

    申立期間に係る脱退手当金を受給した記憶が無いのに支給済みとなって

いるのは納得できない。申立期間について、厚生年金保険の被保険者として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の脱退手当金は、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日

から約 11 か月後の昭和 28 年 10 月６日に支給決定されたこととなっており、

事業主が申立人の委任を受けて代理請求したとは考え難い。 

また、申立期間における申立人の厚生年金保険被保険者臺帳（旧台帳）、厚

生年金保険被保険者名簿及び厚生年金保険被保険者台帳記号番号払出簿の氏

名は変更処理がなされておらず旧姓のままであり、申立期間の脱退手当金は旧

姓で請求されたものと考えられるが、申立人は昭和 28 年１月＊日に婚姻し、

改姓していることから、申立人が脱退手当金を請求したとは考え難い。 

さらに、脱退手当金を支給する場合、本来、過去の全ての厚生年金保険被保

険者期間をその計算の基礎とするものであるが、申立期間①より前の２回の被

保険者期間についてはその計算の基礎とされておらず、未請求となっていると

ころ、４回の被保険者期間のうち、２回の被保険者期間を失念するとは考え難

い。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認められる。 

 

  



愛知国民年金 事案 3537 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 43年４月から 46年３月までの期間及び 59年 10月から平成 13

年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

また、申立人の平成 13 年４月から 16 年３月までの国民年金保険料について

は、免除されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 43 年４月から 46 年３月まで 

             ② 昭和 59 年 10 月から平成 13 年３月まで 

             ③ 平成 13 年４月から 16 年３月まで 

私の国民年金保険料の納付などは、全て両親が行ってくれており、母親が

亡くなる前に、保険料はきちんと払ってあるから心配しないでいいという話

を聞いている。国民年金加入手続や保険料納付方法の詳細は分からないが、

大学卒業後は、両親に生活費などを渡しており、その中から保険料を納付し

ていたと思うので、申立期間①及び②の保険料が未納とされていることに納

得できない。 

また、私は平成 13 年頃から病気で働くことができなくなり、生活保護の

申請をしているはずなので、申立期間③の保険料が法定免除とされていない

ことも納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①及び②について、申立人は、国民年金加入手続及び保険料納付

に直接関与しておらず、これらを行ったとする両親は既に亡くなっているこ

とから、申立期間①及び②に係る国民年金加入手続及び保険料納付状況の詳

細は不明である。 

  ２ 申立期間①については、Ａ市の申立人に係る国民年金被保険者名簿による

と、資格取得年月日欄に「43．＊．＊」及びその受付年月日欄に「46.10.

７」と記載されていることから、申立人の国民年金加入手続は昭和 46 年 10



月頃に初めて行われ、この加入手続の際に、資格取得日を遡って 43 年＊月

＊日（20 歳到達時）とする事務処理が行われたものとみられる。このこと

から、申立人は、申立期間①当時は国民年金に未加入であり、両親が保険料

を納付することはできなかったものと考えられる。 

また、前述の加入手続時期（昭和 46 年 10 月頃）を基準とすると、申立期

間①のうち、43 年＊月から 44 年６月までの保険料は時効（２年）により納

付することはできず、同年７月から 46 年３月までの保険料は過年度保険料

として納付することが可能であったものの、申立人は両親から保険料を遡っ

て納付したと聞いたことは無いとしているなど、両親が当該期間の保険料を

過年度保険料として納付したことをうかがわせる周辺事情を見いだすこと

はできない。 

  ３ 申立期間②について、申立人は、「国民年金保険料の納付などは全て両親

が行ってくれており、渡していた生活費の中から保険料をきちんと納付して

いたと思うし、恐らく母親の保険料と一緒に口座振替を行っていたのではな

いか。」と述べているところ、ⅰ）申立人に係るＡ市の国民年金記録におい

ても、オンライン記録同様、申立期間②の保険料は未納とされており、当該

期間の保険料を納付していたことをうかがわせる形跡は見当たらないこと、

ⅱ）母親に係る同市の国民年金記録によると、母親は昭和 61 年７月から平

成３年１月までの期間について父親名義の預金口座から口座振替により保

険料を納付していることが確認できるものの、申立人に係る同市の国民年金

記録においては、申立人が口座振替により保険料を納付していた形跡は見受

けられないこと、ⅲ）公簿によると、申立人は 11 年 10 月１日に同市からＢ

市Ｃ区に住民票を移したことが確認できるが、国民年金保険料納付は、制度

上、住民票のある市町村で行うこととされており、申立期間②のうち、申立

人が同市に居住していた 11 年 10 月から 13 年３月までの期間については、

Ａ市に居住していた母親がＢ市で申立人の保険料納付を行っていたとは考

え難いことから、両親が申立期間②の保険料を納付していたと推認すること

まではできない。 

また、申立期間②は 198 か月と長期間であり、このように長期間にわたり

記録誤りが生じる可能性は低いと考えられる。 

  ４ 申立期間③について、申立人は、「平成 13 年頃から病気で働くことができ

なくなり、生活保護の申請をしているはずなので、申立期間③が法定免除期

間とされていないのはおかしい。」と述べているものの、Ｂ市Ｃ区社会福祉

事務所の保護受給証明書によると、申立人が生活保護法に基づく生活扶助を

受け始めたのは平成 16 年５月からであることが確認できることから、申立

期間③において、申立人は生活保護法の適用を受けておらず、法定免除の要

件を満たしていなかったものと考えられるほか、当時の法定免除の開始時期

は、原則として、基準に該当した日の属する月の前月からとされていたこと



から、16 年４月から法定免除期間とされているオンライン記録とも符合し

ている。 

  ５ 申立人に対して別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は見当た

らない上、両親が申立期間①及び②の保険料を納付したこと、及び申立期間

③の保険料を免除されていたことを示す関連資料（確定申告書、家計簿等）

は無く、ほかに申立期間①及び②の保険料を納付していたこと、及び申立期

間③の保険料を免除されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらな

い。 

  ６ これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間①及び②の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。 

また、申立人が申立期間③の国民年金保険料を免除されていたものと認め

ることはできない。 



愛知国民年金 事案 3538 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 62 年４月から平成４年３月までの国民年金保険料については、

追納していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 62 年４月から平成４年３月まで 

    私は、平成９年 11 月に、Ａ社会保険事務所（当時）で申立期間を含む昭

和62年４月から平成９年３月までの10年分の追納保険料140万円強を一括

納付した。納付する前に社会保険事務所（当時）で 10 年前まで納付できる

ことを確認して自宅保管の現金を持って行ったことも覚えている。国民年金

加入手続を行った覚えは無く、国民年金保険料免除申請手続も一度も行った

覚えは無いが、年金事務所で確認すると、私の記録は４年４月から９年３月

までは申請免除期間で、この期間のみ追納保険料が納付済みとなっていると

の説明を受けた。申立期間の保険料が追納とされていないことに納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、平成９年 11 月に、Ａ社会保険事務所で申立期間を含む昭和 62

年４月から平成９年３月までの 10 年分の追納保険料 140 万円強を一括納付し

たとしているものの、国民年金加入手続や国民年金保険料免除申請手続につい

ては一度も行った覚えは無いとしていることから、申立期間に係る加入手続、

免除申請及び追納保険料申出状況の詳細は不明である。 

また、Ｂ市の国民年金被保険者名簿によると、資格取得欄に「年月日 50．

＊．＊」、受付記録欄には「受付年月日 ２．11．19 受付書類名 取得」の

記載が確認できることから、申立人の国民年金加入手続は平成２年 11 月 19

日に行われ、この加入手続の際に、資格取得日を昭和 50 年＊月＊日（20 歳到

達時）とする事務処理が行われたものとみられる。このことは、申立人が所持

する年金手帳の記載内容とも符合する。この加入手続時期を基準とすると、申

立期間のうち、62 年４月から平成２年９月までについては、遡って免除申請



手続を行うことはできないことから、追納保険料を納付することはできず、申

立期間のうち、同年 10 月から４年３月までについては、追納保険料納付に係

る免除申請手続を行うことは可能であったものの、オンライン記録によると、

当該期間のうち、３年１月から同年３月までの保険料が、同年１月 16 日に現

年度納付されていることが確認できる上、オンライン記録、Ｂ市の国民年金被

保険者名簿及び国民年金保険料検認状況一覧票の納付記録のいずれも、この現

年度納付済期間を除く期間は、申請免除期間ではなく未納とされており、これ

ら記録に食い違いは無く、申立期間のうち、２年 10 月から４年３月までの保

険料を追納したことをうかがわせる事情は見当らない。 

さらに、申立人が申立期間の追納保険料を納付したとする平成９年当時には、

年金記録管理業務のオンライン化、電算による納付書作成、領収済通知書の光

学式文字読取機（ＯＣＲ）による入力等、事務処理の機械化が進み、記録漏れ、

記録誤り等が生ずる可能性は少ない。 

加えて、申立人に対して別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は見

当たらない上、申立期間の追納保険料を納付したことを示す関連資料（確定申

告書、家計簿等）は無く、ほかに申立期間の追納保険料を納付したことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人は、昭和 62 年４月から平成４年３月までの国民年金保険料を追

納していたものと認めることはできない。 

 



愛知国民年金 事案 3539（事案 2990 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 49 年４月から 58 年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49 年４月から 58 年３月まで 

    私は、２年分の国民年金保険料は遡って納付できると聞いていたので、22

歳になった頃にＡ社会保険事務所（当時）で国民年金の加入手続を行い、昭

和49年度と50年度の保険料を送付されてきた納付書によりまとめて金融機

関で納付し、その後の保険料も送付されてきた納付書により金融機関で納付

したことを覚えている。納付を証明するものは無いが、申立期間が未納とさ

れていることは納得できないとして申立てをしたが、年金記録の訂正が必要

とまでは言えないとする通知文書を受け取った。 

今回、私は、国民年金の加入手続を行ったのは、Ａ社会保険事務所ではな

く、Ｂ市役所であったこと、及び昭和＊年＊月の台風で河川が氾濫する洪水

被害があったことを思い出した。洪水被害で同市役所の国民年金保険料納付

記録等の書類が流されてしまったのかもしれないので、申立期間の保険料が

納付されていたことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立期間に係る申立てについては、ⅰ）申立人は、昭和 51 年４月頃にＡ社

会保険事務所で国民年金の加入手続を行い、その際に年金手帳を受領したとし

ているところ、制度上、国民年金の加入手続及び年金手帳の交付に係る事務は

市町村で行うこととされており、同社会保険事務所では当該事務は行っていな

い上、申立人が加入手続を行ったとする時期には同社会保険事務所は存在しな

いことから、申立人の加入手続状況の記憶は明確でないこと、ⅱ）申立人は、

申立期間の国民年金保険料は加入手続後、送付されてきた納付書により昭和

49 年度及び 50 年度の保険料をまとめて金融機関で納付し、51 年４月からの保

険料も送付されてきた納付書により金融機関で納付したとしているが、申立人



は、申立期間に係る保険料の納付時期、納付周期及び納付金額については覚え

ていないとしていることから、申立期間の保険料納付状況の詳細は不明である

こと、ⅲ）オンライン記録によると、申立人の国民年金手帳記号番号前後の任

意加入被保険者の資格取得状況から、申立人の国民年金加入手続は、59 年 10

月頃にＢ市において行われ、その手続の際に資格取得日を遡って 49 年＊月＊

日（20 歳到達時）とする事務処理が行われ、申立人は、申立期間当時、国民

年金に未加入であったものとみられる。このため、申立人が主張するように申

立期間のうち、49 年度及び 50 年度の保険料をまとめて過年度納付し、51 年度

からの保険料を現年度納付することはできない上、この加入手続時期を基準と

すると、申立期間のうち、大半は時効により保険料を納付することはできない

ことから、当委員会の決定に基づく平成 23 年６月 29 日付け年金記録の訂正は

必要でないとする通知が行われている。 

 今回、申立人は、国民年金の加入手続を行ったのが、Ａ社会保険事務所では

なく、Ｂ市役所であったこと、及び昭和＊年＊月の台風で河川が氾濫し洪水被

害があったことを思い出し、洪水被害により同市役所の国民年金保険料納付記

録等の書類が流されてしまったのではないかと申し立てているものの、前述の

とおり、申立人の加入手続は、59 年 10 月頃に初めて同市において行われてお

り、申立人に対して別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は見当たら

ない上、同市では、洪水被害で保険料納付記録等の書類が流されるようなこと

はなかったとしていることから、これは委員会のこれまでの決定を変更すべき

新たな事情とは認められず、そのほかに委員会の当初の決定を変更すべき新た

な事情は見当たらないことから、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付

していたものと認めることはできない。 

 

  

 



愛知厚生年金 事案 7650 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 13 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 57 年８月 26 日から 58 年６月５日まで 

             ② 昭和 59 年４月 27 日から 60 年４月 17 日まで 

申立期間①について、Ａ社を退職して、すぐにＢ社に勤務した。 

同様に、申立期間②についても、Ｂ社を退職して、すぐにＣ社で正社員と

して勤務し、同社では、昭和59年７月頃に、年金受給額が大幅に減額されな

いよう同社の給与を調整してもらったと思うので、当該時期には同社で勤務

していた。 

申立期間について、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、雇用保険の記録及び申立人が保管する申立人の父の香

典帳の記載内容から判断すると、申立人は昭和58年２月26日からＢ社に勤務し

ていたことが認められる。 

しかしながら、Ｂ社は、「当社の就業規則諸規程（申立期間①より前に制定

し、現在も適用）には、『新たに採用された社員については、３ヶ月の試用期

間とする。』との規定があり、この規定に基づいて、勤務の様子を見てから厚

生年金保険の資格を取得させていたこともあったようだ。しかし、申立期間当

時の資料が無いことから、申立人の勤務実態については不明であり、厚生年金

保険についてもどのように取り扱ったのかは、不明である。」と回答しており、

申立人の申立期間①における勤務実態及び厚生年金保険の取扱いについて確

認できない。 

また、申立人と同職種の複数の同僚は、「自分の入社日と厚生年金保険の資

格取得日は一致していない。入社日と記録が一致しないのは、試用期間があっ

たからだと思う。」と証言していることから、申立期間①当時、Ｂ社では入社



と同時に全ての従業員に対して厚生年金保険被保険者資格を取得させる取扱

いを必ずしも励行していなかった状況がうかがえる。 

さらに、雇用保険の記録によると、申立人は、申立期間①のうち、昭和57

年10月４日から58年２月25日までの期間について、失業給付（基本手当）を受

給していることが確認できる。 

申立期間②について、雇用保険の記録によると、申立人は、申立期間②のう

ち、昭和59年６月９日から60年４月４日までの期間について、失業給付（基本

手当）を受給していることが確認できるとともに、申立人のＣ社における取得

日は同年４月17日、離職日は61年７月22日とされており、当該記録は、オンラ

イン記録と一致していることが確認できる。 

また、Ｄ市から提出された資料によると、申立人は、申立期間②において、

国民健康保険の被保険者であったことが確認できる。 

さらに、Ｃ社は、「当時の資料は無く、詳細は不明である。」と回答している

上、同社の複数の同僚も、申立人が、申立期間②において、同社に勤務してい

たかどうかは不明であると証言している。 

加えて、オンライン記録によると、申立人の年金額の一部について支給停止

額の改定処理がされた記録は、Ｃ社の被保険者期間であった昭和60年６月及び

同年８月の２回確認できるが、申立人の主張する申立期間②に含まれる59年７

月頃には、確認できない。 

このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の控除等につ

いて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



愛知厚生年金 事案 7651（事案 239、1437、2333、6661 及び 7370 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

    住 所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 27 年４月１日から 28 年 10 月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間について、今までに５回申し立てたが、認められ

なかった。 

今回、新たに提出する資料は無いが、再度、調査審議して、申立期間につ

いて、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間に係る当初の申立てについて、Ａ社の複数の同僚の証言から判断

して、申立人が昭和27年４月１日から同社に勤務していたことは推認できる

ものの、当時の同社では、全ての従業員が入社当初から厚生年金保険被保険

者資格を取得していたわけではないと認められるほか、申立人の申立期間に

おける厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は

見当たらないとして、既に当委員会の決定に基づく平成20年８月28日付け年

金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

２ 申立期間に係る２回目の申立てについて、申立人は、「同期入社のＢ氏は、

昭和27年４月から厚生年金保険に加入していると思うので、再調査してほし

い。」と主張しているが、申立人が記憶するＢ氏と推定される者（平成13年

＊月＊日死亡）は、申立人がＡ社を退職した後である昭和29年９月１日に厚

生年金保険の被保険者資格を取得していることなどから、既に当委員会の決

定に基づく平成21年７月８日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知

が行われている。 

３ 申立期間に係る３回目の申立てについて、申立人は、「Ａ社は大企業で、

２年半も厚生年金保険被保険者資格を取得させないはずはない。私と同じ年

齢の社員は皆、厚生年金保険被保険者資格を取得しているはずなので調査し



てほしい。」と主張しているが、同僚の厚生年金保険被保険者記録によれば、

申立人と同じ学年と考えられる被保険者40人（男性22人、女性18人）は、い

ずれも申立人が同期入社したと主張する同僚２人と同じ昭和29年９月１日

にＡ社において厚生年金保険被保険者資格を取得していることなどから、既

に当委員会の決定に基づく平成22年２月17日付け年金記録の訂正は必要で

ないとする通知が行われている。 

４ 申立期間に係る４回目の申立てについて、申立人は、「中学を卒業した後

すぐにＡ社に入社した。同社の前身であるＢ社は、昭和18年３月に設立され

ており、申立期間について厚生年金保険の適用事業所となっていたことは間

違いない。」と主張し、申立期間の始期を27年３月26日に変更した上で申立

てをしているところ、Ａ社は、18年８月１日にＢ社として厚生年金保険の適

用事業所となっており、事業所名の変更はあったものの、現在まで適用事業

所であることが確認できる。 

しかしながら、申立人と同学年で、Ａ社において厚生年金保険被保険者

記録が確認できる複数の同僚が、「昭和27年３月に中学を卒業し、Ａ社に入

社したが、私の被保険者記録も29年９月１日まで無い。当時は全員が臨時工

として入社し、入社後２、３年してから正社員になった。正社員になった時

から厚生年金保険に加入したと思う。」と証言している上、上記同僚の１人

は、「健康保険証は、比較的早くに健康保険組合から受け取っているが、厚

生年金保険被保険者証は、入社後２年ぐらいしてから受け取った。」と証言

しており、当時の同社では、健康保険と同時に厚生年金保険の被保険者資格

を取得させる取扱いを行っていなかったことがうかがえることなどから、既

に当委員会の決定に基づく平成23年11月16日付け年金記録の訂正は必要で

ないとする通知が行われている。 

５ 申立期間に係る５回目の申立てについて、申立人は、「Ａ社から従業員雇

入者名簿を取り寄せたところ、私の入社日は昭和27年４月１日と記録されて

いる。勤務が認められる同日から厚生年金保険の被保険者であったと認めて

ほしい。」などと主張し、申立期間の始期を前回の昭和27年３月26日から同

年４月１日に変更した上で申立てをしているところ、申立人から提出された

当該名簿により、申立人は、同年４月１日にＡ社に試用開始されたことが確

認できる。 

しかし、申立人が同期入社だったとして名前を挙げた同僚を含め12人の同

僚について、上記従業員雇入者名簿の試用開始日と厚生年金保険被保険者資

格取得日の関係について調査した結果、いずれも当該名簿の試用開始日が昭

和27年４月１日と記載されているにもかかわらず、オンライン記録の厚生年

金保険被保険者資格取得日は、その２年５か月後の29年９月１日と記録され

ていることから、既に、これまでに通知したとおり、当時のＡ社では、入社

（試用開始）と同時に厚生年金保険の被保険者資格を取得させる取扱いを行



っていなかった状況が認められる。 

また、Ａ社は、「申立人は、勤務開始当時は見習期間であり、正社員にな

る前に退職したため、Ａ社における厚生年金保険被保険者記録が無いのでは

ないか。」と回答している。 

そのほかに、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらな

いことなどから、既に当委員会の決定に基づく平成24年７月４日付け年金記

録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

６ これに対し、今回、申立人は、「同僚は、入社してすぐに厚生年金保険に

加入していたと証言しているはずだ。また、一定の期間について、同僚にも

厚生年金保険の記録が無いというのは、当該記録そのものが間違っているか

らだ。色々なところに相談に行ったので、そちらにも聞いてほしい。」など

とこれまでの主張を繰り返しているが、Ａ社が入社と同時に厚生年金保険の

被保険者資格を取得させる取扱いを行っていなかった状況が認められるこ

となどについては、これまでに繰り返し通知しているところであり、今回、

申立人からは新たな関連資料の提示が無いことから、当該主張のみでは、委

員会の当初の決定を変更すべき新たな事情とは認められない。 

また、申立人は、「Ｃ医院とＤ医院で診療を受けたことがあるので、調べ

てほしい。」と主張しているが、いずれの医療機関も、当時の診療記録を保

管していないと回答している。 

ほかに、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないこと

から、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



愛知厚生年金 事案 7652（事案 4275、4996 及び 6220 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

    住 所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 27 年５月 17 日から 28 年４月 19 日まで 

             ② 昭和 28 年４月 27 日から同年７月８日まで 

             ③ 昭和 28 年７月８日から 32 年３月 31 日まで 

 私は、申立期間について、脱退手当金を支給されたと記録されていること

に納得できなかったため、年金記録確認の申立てをこれまでに３回行ったが、

いずれも年金記録の訂正は必要でないとする通知を受けた。 

しかし、私は、脱退手当金について、請求も受給も行っておらず、どうし

ても納得できない。 

今回、新たな情報として、フルネームは分からないが当時の事務担当者を

思い出したので、調査し、申立期間について、厚生年金保険の被保険者とし

て認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、ⅰ）申立人の脱退手当金が支給された時

期は通算年金通則法施行前であり、20年以上の厚生年金保険被保険者期間が無

ければ年金は受給することはできなかったことから、申立期間の最終事業所を

退職後、昭和51年２月まで厚生年金保険の被保険者記録が無い申立人が脱退手

当金を受給することに不自然さはうかがえないこと、ⅱ）申立人の厚生年金保

険被保険者台帳（旧台帳）には、脱退手当金を支給したとする記録がある上、

申立期間の脱退手当金は、申立人が当該期間に勤務した事業所の被保険者期間

全てが計算の基礎とされている上、その支給額に計算上の誤りは無いなど、一

連の事務処理に不自然さはうかがえないこと、ⅲ）２回目の申立ての際に申立

人から提出された卒業証書により、脱退手当金の支給日に学生であったことは

推認できるものの、そのことが、当初（１回目）の決定を変更すべき新たな事



情であると認めることはできないことのほか、申立人から聴取しても、受給し

た記憶が無いというほかに脱退手当金を受給していないことをうかがわせる

事情は見当たらないこと、ⅳ）３回目の申立ての際に申立人が名前を挙げた同

僚二人は、「脱退手当金について記憶は無いし、年金手続に関する当時の状況

についても覚えていない。」と証言しており、申立人の申立期間における脱退

手当金の受給の有無、及び申立期間の最終事業所における当時の脱退手当金の

取扱いについて証言は得られないとして、既に第三者委員会の決定に基づく平

成22年９月８日付け、23年１月13日付け及び同年８月24日付け年金記録の訂正

は必要でないとする通知が行われている。 

これに対して、申立人は、｢新たな情報として、フルネームは分からないが

当時の事務担当者を思い出したので、調査し、申立期間について、厚生年金保

険の被保険者として認めてほしい。｣と主張し、４回目の申立てをしている。 

しかしながら、今回、申立人が名前を挙げた事務担当者は、当初の申立てで

も名前を挙げており、第三者委員会は、申立期間に係る当初の審議において、

当該事務担当者に対する調査を踏まえて、年金記録の訂正は必要でないとする

結論を出しており、当該事務担当者の名前は新たな事情とはならない上、今回

の申立てにあたり、再度、当該事務担当者を調査したものの、連絡先が不明で

あり、当初の調査と同様に証言は得られないことから、当該事務担当者の名前

のみでは、第三者委員会のこれまでの決定を変更すべき新たな事情とは認めら

れない。 

このほかに、第三者委員会のこれまでの決定を変更すべき新たな資料及び事

情は見当たらないことから、申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給して

いないものと認めることはできない。 

 



愛知厚生年金 事案 7653 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 31 年９月 25 日から 37 年６月１日まで 

    私は、申立期間について、脱退手当金を受給した記憶は無いので、厚生年

金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立てに係る事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿におい

て、申立人の前後50人の被保険者のうち、申立人の厚生年金保険被保険者資格

喪失日の前後２年間に資格喪失した受給資格のある女性23人の脱退手当金の

支給記録を確認したところ、17人に脱退手当金の支給記録があり、そのうち16

人について資格喪失日から約６か月以内に脱退手当金の支給決定がなされて

いる上、複数の同僚は、「会社で脱退手当金の手続をしてもらい受給した。」

と証言していることから、申立人についても、その委任に基づき事業主による

代理請求がなされた可能性が高いものと考えられる。 

また、申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、厚生年金保

険被保険者資格喪失日から約６か月後の昭和37年11月30日に支給決定されて

いるなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

このほか、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



愛知（岐阜）厚生年金 事案 7654(岐阜厚生年金事案 2149 の再申立て) 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 28 年 10 月 13 日から 33 年 11 月２日まで 

申立期間について、脱退手当金が支給されたことになっている時期は、結

婚した年であり、よく記憶している時期であるにもかかわらず、脱退手当金

を請求し受け取った記憶が無いので調査してほしいとして申し立てたが、平

成 23 年 10 月 20 日付けで、申立期間に係る脱退手当金を受給していないも

のと認めることはできないとする通知をもらった。 

しかし、新たな情報として、同僚の連絡先が判明したので、再度調査し、

申立期間について、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、ⅰ）厚生年金保険被保険者台帳(旧台帳)

には、脱退手当金の算定のために必要となる標準報酬月額を厚生省(当時)から

当該脱退手当金の裁定庁へ回答したことが記録されていること、ⅱ）申立期間

の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、脱退手当金の支給に係る一連

の事務処理に不自然さはうかがえないことなどから、年金記録確認岐阜地方第

三者委員会の決定に基づく平成 23 年 10 月 20 日付け年金記録の訂正は必要で

ないとする通知が行われている。 

これに対し、申立人は、「同僚の連絡先が判明したので、再度調査してほし

い。」と主張して、再申立てを行っている。 

しかしながら、年金記録確認岐阜地方第三者委員会は、前回の申立てに係る

調査・審議において、申立人が名前を挙げる同僚の証言を踏まえて、記録の訂

正は必要でないとする結論を出している上、再申立てにあたり、当該同僚に再

度聴取しても、申立人が脱退手当金を受給していないことをうかがわせる新た

な証言は得られない。 

このため、今回の再申立てについては、年金記録確認岐阜地方第三者委員会

の当初の決定を変更すべき新たな資料及び事情は見当たらないことから、申立

人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできな

い。 




